
□ 通級を希望する本人・保護者・学校間で、話し合いを行います。 

※ この段階では、チャレンジホームへの入級が決定ではありません。通級のための条件等 

がありますので、学校との話し合いの中でご確認ください。 

□ 保護者・在籍校が、総合教育センタ

ーへ書類を提出 

□ 小・中学校からの連絡を受け、総合教育センターチャレンジホーム担当者が本人や学校での 

状況を確認します。 

 

チャレンジホーム通級の手続き等について（窓口：在籍校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ チャレンジホームへの通級が適当と

思われる場合 

□ 別な課題があり、課題の整理・検討を

要する場合 

□ 見学の予約をします。 

   （日程の調整） 

□ 保護者・当該児童生徒がチャレンジ

ホーム（各開設教室）へ行き、見学を

します。その後、担当指導員と面談を

行います。 

（別な課題があり、課題の整理・検討

を要する場合は、通級を延期すること

もあります。） 

□ チャレンジホームへ通級せず、再度、

課題を整理・検討します。 

     ＊背景・要因（アセスメント） 

     ＊別室など学びの環境 

＊ケース会議等の実施 

     ＊スクールカウンセラーの活用 

＊必要に応じて面接相談（市の子

ども健康教育相談等活用）も検

討する             など 

※ 課題を整理する中で、チャレンジホー

ムの通級が適当と思われる場合は、

チャレンジホームの見学の予約へ進

むことがあります。 

チャレンジホーム通級開始 


